確　　　認　　　書
  この度、私が「紫波町脱炭素先行地域づくり事業交付要綱」に基づき申請した省エネ設備(高効率空調機・高効率給湯器等)の設置にあたり、脱炭素先行地域の計画期間内(令和９年度まで)に、「再エネ電力契約プランに変更すること」もしくは「太陽光発電設備と接続すること」を約束します。
令和    年    月    日
　紫波町長   鎌　田　千　市　殿
　　　　　　　　　　　　        　　 申請者    住 所　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　             　　            氏 名　　　　　　　　　　　　　印
記
　１　住　所
　２　導入機器
· 高効率空調設備　　　　　　　　　　　　□　高効率給湯器
· 高効率照明
　３　申請年度
　４　備　考
　　　　耐用年数が経過する日または2031年３月31日のいずれかの遅い方の日を過ぎるまで当該条件を満たしていること。
